
厚木市優良建築物等整備事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市街地の環境の整備改善、良好な市街地住宅の供給等に資するため、

優良建築物等整備事業を行う施行者に対し、厚木市優良建築物等整備事業補助金（以下

「補助金」という。）を交付することについて、厚木市補助金等交付規則（昭和45年厚

木市規則第５号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

(定義) 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

 (1) 優良建築物等整備事業 優良建築物等整備事業制度要綱（平成６年６月23日建設省

住街発第63号。以下「国要綱」という。)の定めるところにより行われる優良な建築

物の建築及びこれと一体的に行われる空地等周辺整備並びにこれらに附帯する事業を

いう。 

 (2) 施行者 優良建築物等整備事業を施行する独立行政法人都市再生機構、地方住宅供

給公社及び民間事業者等をいう。 

 (3) 優良再開発型優良建築物等整備事業 国要綱第２第３号に規定する事業をいう。 

（補助対象事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、別表に定

める区域内において、次の各号のいずれの要件も満たす区域（以下この条において「施

行区域」という。）で施行される優良再開発型優良建築物等整備事業とする。 

(1) できる限り街区単位で、かつ、整形であること。 

 (2) 木造の老朽建築物がある場合にあっては、施行区域に含めること。 

 (3) 優良再開発型優良建築物等整備事業の施行によって、不整形な敷地又は狭小な敷地

等を残存し、又は発生させること等がないこと。 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」）は、補助対象事業の施

行に要する経費のうち、次に掲げるものとする。 

 (1) 調査設計計画の作成に要する経費 

 (2) 土地整備に要する経費 

 (3) 共同施設整備に要する経費 

２ 補助対象経費の算出方法は、市街地再開発事業等補助要領（昭和62年５月20日建設省

住街発第47号。以下「国要領」という。）に定めるところによる。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、予算の範囲内で補助対象経費の３分の１以内の額とする。 

（事業の認定） 

第６条 補助金の交付を受けようとする施行者は、優良建築物等整備事業に係る事業計画

書（第１号様式）に必要な書類を添えて、市長に提出し、認定を受けるものとする。 

２ 市長は、前項の規定による提出を受けた場合は、その内容を速やかに審査し、補助対

象事業として認定したときは、施行者に対し、優良建築物等整備事業に係る認定通知書

（第２号様式）によりその旨を通知するものとする。 

（事業の計画変更又は中止） 

第７条 前条第２条の規定による認定を受けた施行者（以下「認定者」という。）は、

補助対象事業の計画を変更し、又は中止しようとする場合は、優良建築物等整備事業

に係る事業変更計画書（第３号様式）に必要な書類を添えて、市長に提出し、認定を

受けるものとする。 



２ 市長は、前項の規定による提出を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めら

れるときは、認定者に対し、優良建築物等整備事業に係る変更認定通知書（第４号様

式）によりその旨を通知するものとする。 

（認定の取消し） 

第８条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第６条又は第７条の規定によ

る認定を取り消すことができる。 

(1) 補助対象事業に該当しなくなった場合 

(2) 偽りその他不正な手段により認定を受けた場合 

(3) 補助対象事業の施行に関して法令に違反する行為がある場合 

（事業遂行状況報告） 

第９条  認定者は、毎会計年度四半期（第４四半期を除く。）ごとに事業遂行状況報告書

を市長に提出するものとする。 

（実績報告） 

第10条  認定者は、補助対象事業が完了した場合（第７条の規定による中止の認定を受け

た場合を含む。）は完了実績報告書により、事業が複数年度にわたり当該年度で完了し

ない場合は一会計年度が終了する度に、年度終了実績報告書により、速やかに市長に報

告するものとする。 

２ 認定者は、前項の規定による報告をする場合は、第６条又は第７条の規定により認定

された事業計画書に適合して施行されたことが分かる書類を添付するものとする。 

（補助金の交付等） 

第11条 市長は、前条第１項の規定による報告を受けた場合は、書類の審査及び現地調

査等を行い、報告された内容と第６条又は第７条の規定により認定された事業計画書

が適合していると認められるときは、認定者に対して補助金を交付することができる。 

２ 認定者は、前項の規定による書類の審査及び現地調査等について、誠意をもって対

応するものとする。 

（書類の整備等） 

第12条 認定者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及びそれらの証

拠となる書類等（以下「関係書類等」という。）を整備保管するものとする。 

２ 認定者は、関係書類等を補助対象事業の完了の日の属する市の会計年度の翌年度から

起算して10年が経過する日まで保存するものとする。 

３ 認定者は、市長から関係書類等の提示を求められた場合は、前項の保存期間が経過し

た場合を除き、提示するものとする。 

 

   附 則 

この要綱は、平成29年６月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和３年７月１日から施行する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第３条関係） 

 

① ② 本厚木駅北・南側地区                    ③ 愛甲石田駅周辺地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 再開発地区整備計画の区域                    市街地総合再生計画地区 

 

 本厚木駅北側地区 

 本厚木駅南側地区 

 本厚木駅南側地区 



 

 

第１号様式（第６条関係） 

 

優良建築物等整備事業に係る事業計画書 

 

  年  月  日 

（ 宛 先 ） 

 厚木市長  

 

                  住 所 秦野市今川町１－２ 

                  名 称 秦野駅北口駅前地区 

建替準備組合 

代表者 理事長          

 

 優良建築物等整備事業の認定を受けたいので、厚木市優良建築物等整備事業

補助金交付要綱第６条の規定により、関係書類を添えて提出します。 

 

１ 計画地の概要  

事 業 地  

現況の土地利用  

面積・用途等 

地区面積 敷地面積 用途地域 

㎡ ㎡  

その他の地域地区 建ぺい率 容積率 

 ％ ％ 

敷地に接する道

路の状況 

種別（市道名等） 延長 幅員 

 ｍ ｍ 

敷地の概要 

所有権者 地上権者 賃借権者 
その他の権利 

計 抵当 

権者 

区分 

所有者 

借家 

権者 

名 名 名 名 名 名 名 

地 番 地 積 

 ㎡ 



 

 

２ 建築物の概要 

種  類 
優良建築物等整備事業（☐共同化タイプ ☐市街地環境形

成タイプ □マンション建替タイプ） 

事 業 名 優良建築物等整備事業   

構 造  地上 階 地下 階 

全体面積・割合 

建築面積 延床面積 空地面積 

㎡ ㎡ ㎡ 

建ぺい率 容積率 空地率 

％ ％ ％ 

用途別床面積 

 面  積 割  合 

住  宅 ㎡ ％ 

店  舗 ㎡ ％ 

事 務 所 ㎡ ％ 

共用部分 ㎡ ％ 

そ の 他 ㎡ ％ 

合  計 ㎡ ％ 

駐車場 
敷地内 敷地外  

台 台 

住宅戸数等 

戸  数 うち分譲 計画人口 

世帯     戸 戸 名 

単身     戸 戸 名 

合計     戸 戸 名 

事業期間     年  月  日 ～    年  月  日  

概算事業費 円 

（内訳） 

１ 自己資金         円 

２ 借入金          円 

３ 補助金          円 

４ その他          円 

 添付書類 

１ 位置、区域、形態、国要領第５第３項に基づく施設の種類を明示する図面 

２ 事業地の公図の写し及び土地登記事項証明書 

３ 工程表（概算予定経費を併記すること。また、複数年度にわたる計画の場

合は年度毎に金額がわかるように記載すること。） 

４ 事業に係る設計書 

５ 事業実施の同意を確認できる書類（契約書・同意書・総会議事録等） 

６ 現況写真   

７ その他市長が必要と認める書類 



第２号様式（第６条関係） 
 
                           年  月  日 
 

           様 
 

厚木市長 
 

 

優良建築物等整備事業に係る認定通知書 

 
 
 

     年  月  日付けで事業計画書が提出されました次の事業につい

て、厚木市優良建築物等整備事業補助金交付要綱第６条の規定により、補助対

象事業として認定をしましたので、通知します。 
 
 

事業名  

事業地 厚木市 

 

 

担当       課 

                    電話 

 

 



第３号様式（第７条関係） 

 

優良建築物等整備事業に係る事業変更計画書 

 

  年  月  日 

（ 宛 先 ） 

 厚木市長  

 

                  住 所 秦野市今川町１－２ 

                  名 称 秦野駅北口駅前地区 

建替準備組合 

代表者 理事長          

 

 優良建築物等整備事業の認定を受けた事業計画について、事業内容を変更し

たいので、厚木市優良建築物等整備事業補助金交付要綱第７条の規定により、

関係書類を添えて提出します。 

 

１ 計画地の概要  

事 業 地  

現況の土地利用  

面積・用途等 

地区面積 敷地面積 用途地域 

㎡ ㎡  

その他の地域地区 建ぺい率 容積率 

 ％ ％ 

敷地に接する道

路の状況 

種別（市道名等） 延長 幅員 

 ｍ ｍ 

敷地の概要 

所有権者 地上権者 賃借権者 
その他の権利 

計 抵当 

権者 

区分 

所有者 

借家 

権者 

名 名 名 名 名 名 名 

地 番 地 積 

 ㎡ 



２ 建築物の概要 

種  類 
優良建築物等整備事業（☐共同化タイプ ☐市街地環境形

成タイプ □マンション建替タイプ） 

事 業 名 優良建築物等整備事業   

構 造  地上 階 地下 階 

全体面積・割合 

建築面積 延床面積 空地面積 

㎡ ㎡ ㎡ 

建ぺい率 容積率 空地率 

％ ％ ％ 

用途別床面積 

 面  積 割  合 

住  宅 ㎡ ％ 

店  舗 ㎡ ％ 

事 務 所 ㎡ ％ 

共用部分 ㎡ ％ 

そ の 他 ㎡ ％ 

合  計 ㎡ ％ 

駐車場 
敷地内 敷地外  

台 台 

住宅戸数等 

戸  数 うち分譲 計画人口 

世帯     戸 戸 名 

単身     戸 戸 名 

合計     戸 戸 名 

事業期間     年  月  日 ～    年  月  日  

概算事業費 円 

（内訳） 

１ 自己資金         円 

２ 借入金          円 

３ 補助金          円 

４ その他          円 

 添付書類 

１ 位置、区域、形態、国要領第５第３項に基づく施設の種類を明示する図面 

２ 事業地の公図の写し及び土地登記事項証明書 

３ 工程表（概算予定経費を併記すること。また、複数年度にわたる計画の場

合は年度毎に金額がわかるように記載すること。） 

４ 事業に係る設計書 

５ 事業実施の同意を確認できる書類（契約書・同意書・総会議事録等） 

６ 現況写真   

７ その他市長が必要と認める書類 



第４号様式（第７条関係） 
 

                           年  月  日 
 

（名称） 

（代表者名）         様 

 

                     厚木市長 

 

優良建築物等整備事業に係る変更認定通知書 

 

     年  月  日付けで変更計画書が提出されました次の事業につい

て、厚木市優良建築物等整備事業補助金交付要綱第７条の規定により、補助対

象事業として認定をしましたので、通知します。 
 

事業名  

事業地 厚木市 

 

 

             担当       課   

             電話 


